
 
 

 

 

東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等について 
 

 

 

 

１．部会における検討テーマについて 
来年度４月１日より、障害者差別解消法の改正法が施行され、全国的に事業者による

「合理的配慮の提供」が義務化されるため、それに伴い、「東京都障害者差別解消法ハン

ドブック」及び「東京都障害者差別解消条例パンフレット」を一部改訂し、法と東京都

障害者差別解消条例のさらなる周知を行っていくため、部会において具体的な掲載内容

を検討する。 

 

 

２．今後のスケジュールについて 

 （１）第１回（本日） 

   ・ハンドブック及びパンフレットの事務局案の提示 

  

 （２）第２回（令和６年１月頃） 

   ・第１回部会で出たご意見の反映案を提示、再度意見を伺う 

 

 ※その後、部会案を確定し、協議会委員等へ報告を行う。 

 ※来年度、各広報物の事業者等への周知を行う。 

 


